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会議名称 第 3 次七戸町長期総合計画策定に係る第 4 回七戸町総合開発審議会 

開催日時 令和８年２月２日（月） 13：30 ～ 14：00  

開催場所 七戸中央公民館２階 第１研修室 

出席者 七戸町総合開発審議会委員 

七戸町商工会会長 田中 清一 

七戸町文化協会会長 天間 優彦 

七戸町町内会連合会会長 岡村 茂雄 

七戸町天間林商工会会長 坪 晃 

ゆうき青森農業協同組合天間林営農センター長 中岫 亨 

特定非営利活動法人七戸町スポーツ協会会長 浜村 良一 

七戸町社会福祉協議会会長 天間 勤 

七戸町連合婦人会会長 天間 愛子 

事務局 

 企画調整課：田中（健）課長、山本課長補佐 

オブザーバー 

RAB 開発㈱：葛西 

欠 席 十和田おいらせ農業協同組合七戸支店長 川端 義幸 

七戸中央公民館分館分館長代表 田頭 拓也 

七戸町連合 PTA 会長 髙松 幸蔵 

次 第 １ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 案件 

（１）パブリックコメントの結果報告について 

（２）第 3 次七戸町長期総合計画(案)の答申について 

４ その他 

５ 閉 会 

 

会議資料 ・資料１－① 第３次七戸町長期総合計画 基本構想(案) 

・資料１－② 第３次七戸町長期総合計画 前期基本計画(案) 

・資料２   第３回審議会からの変更箇所一覧 

・資料３   答申書 

・参考資料  第３次七戸町長期総合計画(案) レイアウト版 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次第１ 開 会】 

○事務局 

 皆様こんにちは。 

 

○一同 

 こんにちは。 

 

○事務局 

 開会に先立ちまして皆さんにお諮りしたいことがございます。前回同様

に、この計画の策定を業務委託している RAB 開発株式会社を本審議会へ

同席させたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  

○一同 

 はい。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 それではただいまより、第４回七戸町総合開発審議を開会いたします。 

お手元の資料の次第に沿って進めさせていただきます。初めに会長から

挨拶をお願いいたします。 

 

【次第２ 会長あいさつ】 

○会長 

 こんにちは。本日は、皆様それぞれご多用の中、そして、大変足ものと

悪い中、第 4 回七戸町総合開発審議にお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。昨年の 6 月から始まりまして、今回第４回目。最終と

なっております。これまで第１回、第２回、第３回を経て、慎重なご審議

をいただきまして、おかげさまでこの七戸町第 3 次長期総合計画を、今後

の七戸町の目指す姿の指針となるような、素晴らしい内容になってきてい

るなと感じているところであります。今回、第４回目、最終となります。

つきましては、第３回審議会後、事務局の方で町議会議員の方々に素案を

説明し、その後パブリックコメントを実施しておりますので、本日はその

検討を中心に事務局より説明をしていただくこととなっております。そし

て本日は、町への答申をする素案をまとめ上げることとなりますので、ぜ

ひ、また皆様から忌憚のない意見をいただきまして、計画全般へのご意見、

ご提言をいただければと思っております。本日はどうぞよろしくお願いい
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たします。 

 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 それでは七戸町総合開発審議会の運営規則第４条の規定で、会長が議長

となることとなっておりますので、これよりも進行をお願いいたします。 

 

○議長 

 はい。それではお手元の次第に沿って進めさせていただきたいと思いま

す。 

案件（１）パブリックコメントの結果報告について、こちら事務局の方

よりご説明をお願いいたします。 

 

【次第 3 案件（1）パブリックコメントの結果報告について】 

○事務局 

 はい。企画調整課の山本といいます。よろしくお願いいたします。 

 まず本日の資料ですが、事前に皆様のところにお送りすることができ

ず、大変申し訳ございませんでした。今日の会議の場での確認ということ

になりまして、お目を通していないところあるかと思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

申し訳ございませんが、着座にて説明させていただきます。 

 では、『案件 1 パブリックコメントの結果報告について』という紙をご

覧ください。まず、パブリックコメントでございますが、告示しましたの

が、七戸町告示第 91 号におきまして、令和 7 年 12 月 19 日に告示をして

おります。こちらは町の掲示板に貼っております。それから町のウェブサ

イト、それから広報七戸の方でパブリックコメントを実施します、という

ことを周知させていただいておりました。次に『（2）閲覧』でございます。

パブリックコメントの期間ですが、令和 7 年 12 月 22 日から令和 8 年 1

月 23 日まで実施いたしました。実施場所ですが、ウェブサイトに案を掲

示しております。それから、企画調整課、支所庶務課の方に印刷したもの

を置いて閲覧できる状態としておりました。次に『（3）意見』でございま

す。それに対してのパブリックコメント、意見いただいたものは 0 件とい

うことで、ご意見ありませんでした。次『（4）結果の公表』ということで、

このパブリックコメントを実施した結果、意見がなかったということの公

表を、令和 8 年 1 月 26 日から町のウェブサイトの方で公表しておりま

す。 
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以上でパブリックコメントの結果の報告といたします。 

 

○議長 

 ありがとうございました。この件に関しまして何かご意見、ご質問等ご

ざいませんでしょうか。 

 この件に関しましては、事務局説明の内容ということでよろしいでしょ

うか。 

 

○一同 

はい。 

 

○議長 

ありがとうございます。 

続きまして、案件（２）第 3 次七戸町長期総合計画(案)の答申について、

こちら事務局の方よりご説明をお願いいたします。 

 

【次第 3 案件（2）第 3 次七戸町長期総合計画(案)の答申について】 

○事務局 

 続きまして、案件２。第 3 次七戸町長期総合計画(案)の答申について説

明いたします。先程パブリックコメントの結果報告をさせていただきまし

た通り、昨年 12 月から 1 月 23 日までのパブリックコメントを実施しま

したが、町民の皆様からのご意見はありませんでした。 

従いまして、町といたしましては、12 月 2 日に町の議会全員協議会の

方で議員の皆様に素案を説明しておりますが、その際に提示した案、それ

から、パブリックコメントをやった採用案、つまり 11 月 19 日に開催しま

した、この第 3 回の審議会で、委員の皆様よりご審議いただいた案をベー

スに、字句の修正を加えた『資料１－① 基本構想（案）』を最終的な案

として、この審議会に提出します。 

第 3 回の審議会から、基本構想の案を若干修正したところがあるのです

が、その修正の内容は A3 横書きの『資料 2』の通りでございますが、今

回修正させていただいたものは、漢字・ひらがなの表記等をもう一度見直

しまして、計画書全体を通して同じような表現になるように修正させてい

ただいたものが修正の主な内容となりますので、文脈が変わるような変更

や、内容が変わるような変更というものはございませんので、個々の説明

は割愛させていただきたいと思います。それから参考資料として、先程会

長の挨拶の中でもありました、今現在のレイアウト版。実際、冊子として



5 

 

印刷するときのレイアウト版も参考資料としてつけております。こちらに

ついては、今現在のこういう案で印刷したいというところでございますの

で、これからまた若干、レイアウトの変更等があるかもしれませんが、文

面自体はもうここから変更はないということで進めていきたいというふ

うに思っておりました。こちらも時間のある時に目を通していただければ

と思います。 

この審議会では、この『資料 1－① 基本構想(案)』をもって、最終の

構想案ということになります。よって、この基本構想案の P１、P２を開

いていただきたいのですが、この P１というページにありますように第 1

次、第 2 次の長期総合計画で「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざし

て」という基本目標を掲げて、合併してから 20 年まちづくりをやってき

ましたが、その基本目標を継承し、そして発展させた形で新しい基本目標、

それからまちの将来像となる「ともに育み 未来へつなぐ 田園文化都市

しちのへ」これを、新しい目標・将来像ということで、今後 10 年間のま

ちづくりを進めていきたいというふうに考えておりますので、今後も引き

続き、皆様方からのご指導、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。以上で説明を終わります。 

 

○議長 

ありがとうございました。 

 この件につきまして、今日いらしています RAB 開発から、何か補足説

明等ありましたらお願いいたします。 

 

○RAB 開発 

 はい。内容については、特にございません。 

 

○議長 

 はい。ありがとうございます。 

 では、こちらの第３次七戸町長期総合計画（案）について、何かご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 資料２にある通り、若干の修正変更等あったそうですが、内容には変更

ないということで、第３回目までの資料とは、言葉尻などを精査したとい

うことでした。 

 

○委員 

 先程の説明の中で、議会でも説明をしたとありましたらが、その議会の
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方々の意見は聞いたのでしょうか。 

 

○事務局   

 全員協議会という場で一通りこの基本構想案を説明いたしました。内容

自体については概ね皆さんにご理解いただいて、特にこうした方が良いあ

あした方が良いというご意見はありませんでした。細かい話はやり取りが

ありましたが、内容自体については特に問題ないでしょうということでお

話をいただきました。 

 

○委員 

 了解です。 

 

○議長 

 ありがとうございます。あと何か。よろしいでしょうか。 

 

○委員 

 これはできれば学校の方にも、いわゆる子どもたちがまちの未来を背負

って立つので、先生方に周知をして、先生方からこの町っていうのはこう

なるよ、という何かあればいいなと思うのですが、その辺はどうでしょう

か。 

 

○議長 

 ありがとうございます。 

仕上がった後は、どの様な感じになりますか。 

 

○事務局 

 その他の案件にも被るところがあるのですが、今議会が終わりましたら

この構想案を 3 月議会に議案として提出する予定としております。そこで

可決していただきましたら、印刷製本という作業に入りますが、出来上が

ったものについては、審議会の委員の皆様、昨年やった町民ワークショッ

プの参加者の皆様、町の議会議員、周辺の近隣の市町村。それから、今ご

意見いただきましたので、町内の各学校であったり、そういうようなとこ

ろにも冊子の方を配布するようにして、十分この町の施策の周知に努めて

まいりたいというふうに考えております。  

 

○議長 
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 各戸配布はしないですよね。 

 

○事務局 

 配布はしないです。 

 

○議長 

 もし、役場等でほしいという人に差し上げたりということも、今までは

特にはないですか。 

 

○委員 

 ホームページに掲載しているから、印刷もできるようになっているので

いいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

 あとこれの、概要版というものをつくりますので、こちらであれば欲し

いという方にお配りすることもできるかと思います。 

 

○議長 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 それプラス、ただ学校に配れば良いということではなく。教育者に、子

どもたちにも伝達する、「七戸町はこういうまちで、総合計画で、これか

らこうなるよ」ということを子どもたちに教えてほしい。小学校、中学

校・・・ 

 

○議長 

 ぜひ先生たちに見てほしいということですよね。そういった意見があり

ましたということで、周知をしていただければ有難いと思います。貴重な

ご意見ありがとうございました。 

 あとはいかがでしょうか。 

 特に無ければ、本日は、この内容でもって町長へ答申をするということ

になっています。この内容で、第 3 次七戸町長期総合計画基本構想（案）

を、本日の会議をもちまして町長への答申をさせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか？  
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○一同 

はい。 

 

○議長 

ありがとうございます。 

では、以上で案件（2）第 3 次七戸町長期総合計画(案)の答申について

は承認されたものといたします。ありがとうございました。 

続きまして、４ その他につきまして、事務局の方からありましたらお

願いいたします。 

 

【次第４ その他】 

○事務局 

 先程の案件が書いた裏です。その他の案件ということで、今後のスケジ

ュールを載せさせていただきました。 

（1）について。本日この審議会が閉会しましたら、会長と副会長と一緒

に町長のところに行って、答申してまいりたいと思っております。答申の

内容ですが、資料 3 の通りの内容で町長のところに答申してまいりたいと

思います。 

先程の説明と重複しますが、3 月 3 日に町の 3 月議会が開会いたします

ので、その際に議案として提出します。その後、印刷製本して皆様のとこ

ろに配布したいというふうに考えておりました。以上でございます。 

 

○議長 

 ありがとうございました。 

 本日の案件については全て終了いたしましたが、その他の説明等、何か

質問ございませんでしょうか。 

 特に無いようであれば、終わらせていただきたいと思います。 

皆様におかれましては、第４回、ご協力いただきまして大変ありがとう

ございました。それでは、事務局の方にお返しいたします。 

 

【次第５ 閉 会】 

○事務局 

 皆様、大変お疲れ様でした。 

 また、委員の皆様におかれましては、6 月の第 1 回審議会から、全 4 回

にわたっての慎重に審議いただきまして大変ありがとうございました。町

としましては、本計画に沿った施策を展開し、人口減少化に対応した持続
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可能なまちづくりを進めてまいりますので、今後ともお力添えくださるよ

うお願い申しあげます。 

それでは、以上をもちまして第 4 回七戸町総合開発審議会を閉会いたし

ます。皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

○一同 

 ありがとうございました。 

 


